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配当方針の変更に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、配当方針の変更を決議しましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

１．変更理由 

当社は、中・長期的視野に立って株主資本の充実と利益率の向上を図りながら、中間配当を実施

し、原則として１株当たり年間 11 円を下限とし、連結配当性向 30％を目処とする業績に応じた

利益配分を基本方針としておりました。 

今後は、利益率の向上を図りつつ、株主還元の一層の拡充を目指すこととし、DOE(自己資本配当

率)を新たな指標として採用することにより、DOE2.4％または配当性向 30％のいずれか高い金額を

目安に配当を実施するよう努めてまいります。 

なお、新配当方針は 2023 年 3 月期期末より適用いたします。 

 

２．変更内容 

変更前 変更後 

利益配分に関しましては、中・長期的視野に

立って株主資本の充実と利益率の向上を図りな

がら、中間配当を実施し、原則として 1 株当た

り年間 11 円を下限とし、連結配当性向 30％を

目処とした配当を実施するよう努めてまいりま

す。 

利益配分に関しましては、中・長期的視野に

立って株主資本の充実と利益率の向上を図りな

がら、中間配当を実施し、原則として 1 株当た

り年間 11 円を下限とし、DOE(自己資本配当

率)2.4％と連結配当性向 30％のいずれか高い

金額を目安に配当を実施するよう努めてまいり

ます。 

なお、年間 11 円の下限の配当となる場合を除

き、配当性向 100％を上限とします。 

 

以上 


